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衆
議
院
議
員
青
山
大
人
君
提
出
自
衛
隊
中
東
派
遣
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
影
響
下
の
早
期
撤
収
可
能
性

及
び
派
遣
根
拠
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
中
東
地
域
に
お
け
る
緊
張
の
継
続
を
踏
ま
え
れ
ば
、
日
本
関
係
船
舶
の
安
全
確
保
に
必
要
な
情
報
収
集

態
勢
を
強
化
す
る
こ
と
が
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
地
域
の
緊
張
緩
和
と
情
勢
の
安
定

化
に
向
け
た
粘
り
強
い
外
交
努
力
と
と
も
に
、
自
衛
隊
に
よ
る
情
報
収
集
態
勢
を
強
化
し
、
日
本
関
係
船
舶
の
安
全
を
し
っ

か
り
と
確
保
し
て
い
く
と
の
方
針
に
変
更
は
な
い
。 

 
 

な
お
、
中
東
地
域
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
自
衛
隊
部
隊
に
お
い
て
は
、
手
洗
い
や
い
わ
ゆ
る
咳 せ

き

エ
チ
ケ
ッ
ト
を
徹
底
す
る
こ

と
は
も
と
よ
り
、
多
数
の
隊
員
が
触
れ
る
ド
ア
ノ
ブ
等
に
つ
い
て
定
期
的
に
消
毒
作
業
を
行
う
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
の
予
防
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
答
弁
書
（
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
二
〇
一
第
九
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
防

衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
八
号
の
規
定
は
、
そ
も
そ
も
、
中
央
省
庁
等
改



 

２ 

 

革
の
た
め
の
国
の
行
政
組
織
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
防
衛
庁
設
置
法
（
当
時
）
に
お
け
る
防
衛
庁
（
当
時
）
の
所
掌
事
務
に
係
る
規
定
が
改
め
ら
れ
た
際
、
自
衛
隊
が
引
き
続

き
艦
艇
、
航
空
機
等
を
用
い
た
情
報
収
集
活
動
や
警
戒
監
視
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
法
律
上
明
ら
か
に
す
る
等

の
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
中
東
地
域
に
お
け
る
日
本
関
係
船
舶
の
安
全
確
保
に
関
す
る
政
府
の
取
組

に
つ
い
て
」
（
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
）
に
従
っ
て
実
施
し
て
い
る
自
衛
隊
の
艦
艇
及
び
航
空
機
に
よ
る
情

報
収
集
活
動
は
、
政
府
の
航
行
安
全
対
策
の
一
環
と
し
て
、
不
測
の
事
態
の
発
生
な
ど
状
況
が
変
化
す
る
場
合
へ
の
対
応
と

し
て
行
う
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
海
上
に
お
け
る
警
備
行
動
に
関
し
、

そ
の
要
否
に
係
る
判
断
や
発
令
時
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
観
点
か
ら
、
同
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
所

掌
事
務
の
範
囲
内
で
必
要
な
対
応
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
法
令
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
特
別
措
置
法
の
制
定
を
含
む
新
た
な
立
法
措
置
は
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

こ
の
た
め
、
「
今
回
の
自
衛
隊
中
東
派
遣
に
つ
い
て
そ
の
根
拠
法
に
関
し
、
法
の
不
備
及
び
法
治
主
義
の
潜
脱
の
問
題
が

あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


